
様式１―４ 

申請日：   年   月   日 

（一財）県立桑名高等学校同窓会奨学財団 理事長 宛 

 
【５．申請等】（該当する申請区分の□にレをしてください。 ※基準日は、申請年度の７月１日 

世帯種別 学校区分等 世帯区分 申請区分 

非課税世帯 

※生業扶助受給世帯

を除く 

全日制 

定時制 

第１子 
全日・定時制に通う高校生等 

（第１子）がいる非課税世帯 
① □ 

第２子 
全日・定時制に通う高校生等 

（第２子）がいる非課税世帯 ② □ 

 専攻科 専攻科に通う生徒がいる非課税相当世帯 ③  □ 

（裏面に続く）  

  

奨学財団 



【６．家計急変申請理由】 

本申請は、令和３年度が課税世帯であるが、家計急変により収入が激減し、保護者等全員の今後１年間の

年収見込みが「道府県民税所得割及び知町村民税所得割が非課税の世帯」に相当すると認められる世帯を  

対象とします。 

 下記の該当するものにレを入れ、収入状況を確認する書類などの必要書類を提出してください。別紙１ 

「記入上の注意」もご確認いただき、別紙２「給付金の振込について」の用紙も通帳の写しを貼り付けて忘れ

ずに提出してください。 

 

◆給与所得者の世帯・給与所得者であったが現在無収入の世帯 

 □ 勤務する会社の業績が悪化したため。 

 □ 会社都合により解雇になったため。 

 □ 災害や新型コロナ感染症等を理由に退職したが、その後就職ができないため。 

 □ 派遣などの契約期間満了により退職したが、その後就職できないため。 

 □ その他（詳しくは「別紙３ 家計急変状況申告書」を提出してください。 

 

◆自営業の世帯 

 □ 経営が悪化のため、事業の縮小、廃業を余儀なくされたため。 

 □ 破産したため。 

 □ その他（詳しくは「別紙３ 家計急変状況申告書」を提出してください。 

 

◆その他（「別紙３ 家計急変状況申告書」も同時に提出してください。 

 □ 離婚、死別などで家族構成が変わったため。 

 □ その他 

 

（以下、余白） 

  



様式１―４ 別紙１ 

 

～ 記入上の注意 ～ 

【４．対象となる高校生等】の欄は次によって記入してください。 

 〇 現在及び過去に在学した高等学校等の在学期間等について、記入してください。 

 〇 「高等学校等」とは、国公私立の高等学校、高等学校（専攻科）、中等教育学校の後期課程、中等教育

学校の後期課程（専攻科）、高等専門学校（第１学年から第３学年まで）、専修学校及び各種学校の   

うち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものをいいます。 

 〇 「課程」の欄は、高等学校（全日制）、高等学校（定時制）、高等学校（通信制）、高等専門学校（第１

学年から第３学年まで）、高等学校（専攻科）、その他（注）の該当する□にレをしてください。 

 

（注）「その他」には中等教育学校（後期課程）、高等専門学校（第１学年から第３学年まで）、専修学校

（高等課程）昼間学科、専修学校（一般課程）昼間学科、専修学校（高等課程）夜間等学科、専修    

学校（一般課程）夜間等学科、専修学校（高等課程）通信制学科、専修学校（一般課程）通信制学科、

各種学校（外国人学校）、各種学校（その他）を含みます。 

 

【６．家計急変申請理由】の欄は次によって記入してください。 

 

〇 生業扶助を受給している場合は、家計急変世帯の補助対象にはなりません。 

 

〇 家計急変申請理由は、該当するところにレを記入してください。別途、収入状況を確認できる書類な

どの必要書類の提出をお願いする場合があります。 

 

 

 

～ 留意事項 ～ 

 〇 申請書類は、両面印刷のうえ提出願います。 

 〇 過去に国公私立を問わず高等学校等（終業年限が３年未満のものを除く。）又は高等学校等専攻科を

卒業し又は修了したことがある場合には、奨学給付金の受給資格はありません。 

 〇 ２校以上の高等学校等に在学している場合は、桑名高等学校を選んで申請してください。 

 〇 次に該当する場合には、奨学給付金の対象外となります。 

   ・保護者等が海外赴任等により日本国内に住所を有しない場合 

   ・高校生等に高等学校就学支援金の受給資格がない場合 

   ・高校生等が里親または小規模住居型児童養育事業に養育されている場合 

   ・高校生等が一部の児童入所施設から通学している場合（例外有） 

   ・令和３年度 三重県教育委員会 高校生等奨学給付金に申請していない場合 

 〇 提出していただいた申請書類は返還しませんので、ご了承ください。 

 

以 上 


